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≪２．特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続品目】

（２）三ツ矢サイダーＷ（ダブル）（アサヒ飲料株式会社）

○大野座長 それでは、次の品目に行きたいと思います。次は三ツ矢サイダーＷ、アサヒ飲料株式

会社からの申請です。これについての質問に対する回答が出ましたので、それについての御審議を

お願いいたします。 

それでは、事務局から回答書の説明と、事前に委員から出された意見の紹介をお願いいたします。 

○消費者委員会事務局 最初に資料３に沿いまして、回答書につきまして説明させていただきたい

と思います。 

 第一調査会での審議につきましては、平成 27 年９月 15 日に諮問を受けまして、27 年 11 月９日、

第 27 回第一調査会で継続審議となりました。指摘事項と回答につきまして、指摘事項を１から順

に説明させていただきます。 

 指摘事項１、難消化性デキストリンの定性試験において、ブランク品のほうに大きなピークが出

ている理由を説明されたい。回答といたしましては、ブランク品に難消化性デキストリンと□□の

□□を添加したものです。目的は□□の難消化性デキストリンが検出される時間帯において、難消

化性デキストリン以外の原料由来のピークが与える影響を製品及びブランク品において同程度の

割合にするためです。 

 指摘事項２、□□は食品添加物で含有規定があり、ここでも含有規定は必要である。同様に□□

の含有規定も必要である。 

回答としまして、御指摘いただきましたとおり、品質基準項目に含有の規定を追加いたします。 

 指摘事項３、□□の項目にステビア甘味料特有の甘味を呈するとあるが、公定書にはにおいがな

く、強い酸味があるとある。修正されたい。回答といたしましては、下記のとおり□□の項目内容

を修正いたします。加えて、審査申請書、資料８の２（１）申請食品の原料企画書内におきまして、

ほかにも誤記がございましたので、あわせて修正をさせていただきます。 

１枚めくっていただきまして次のページでございますけれども、指摘事項４でございます。申請

の許可表示を行うには、食後の血中中性脂肪の上昇と糖の吸収を穏やかにする両方の効果が一度の

試験で同時に認められる根拠が必要である。現在の申請状況では、同時に効果があらわれることは

示されていないので、申請の許可表示の根拠となる新たな根拠を提出されたい。もし現在、提出さ

れている根拠で許可表示を行うのであれば、許可表示を再考されたい。 

 回答といたしまして、許可表示の内容及び商品のデザインを修正いたします。許可表示の変更と

いたしまして、アンダーラインを引いている部分が変更箇所になっております。アンダーラインと

しましては、食事の脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させることで、血中中性脂肪の上昇を穏やかに

するなど、血中中性脂肪が高目で脂肪の多い食事をとりがちな方の食生活の改善に役立ちます。ま

た、このアンダーラインの部分が変更の箇所でございます。食事の糖の吸収を穏やかにすることで、

血糖値の上昇を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 
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 以上でございます。 

 次に資料１をお手元に取っていただければと思います。資料１の１枚目でございますけれども、

これは志村委員からのコメントでございます。変更後の許可表示案について、本品は食物繊維の働

きにより食事の脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させることでと書かれています。しかし、脂肪の吸

収を抑えて排泄を増加させることを示唆する試験は、試験者 10 名で行われた素材のメカニズムを

調べるための試験という性格が強いと思います。当該品による試験ではなく、また、他機関による

試験です。さらに難消化性デキストリン５グラム配合飲料、食事毎１日３回摂取しています。した

がって、当該品の摂取目安では、本品は脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させると読み取れる表示案

は妥当性を欠くと判断します。 

 １枚おめくりいただきまして２ページ目でございますけれども、大野座長からのコメントでござ

います。指摘事項１、２、３につきまして、佐藤先生の御意見に従います。指摘事項４につきまし

て、前よりは印象がよくなりしまたが、結果は同じ内容と思いました。委員の先生方の御意見を伺

いたい。なお、食事の脂肪の吸収と食事の糖の吸収等の表現はおかしいので、もとの表現のように

それぞれ食事の…にしたほうがよいと思います。 

 もう一枚おめくりいただきまして３ページ目でございますけれども、森川委員からのコメントで

ございます。一番下から２行目でございますけれども、表示について修正前よりはかなりよくなっ

ていると思います。しかし、商品名のダブルは強い印象を与えると思います。 

 コメントは以上でございます。 

○大野座長 ありがとうございました。 

 私の意見は、佐藤先生がこの点の専門なので、佐藤先生が了承していただければそれでよろしい

かなと思いましたけれども、佐藤先生からは特にコメントはなかったでしょうか。 

○消費者委員会事務局 佐藤委員より、いただいた連絡で結構ですとのご連絡を頂いております。 

○大野座長 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、先生方の御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 質問１については、化学分析に関する専門的なことなので、佐藤先生が了解してくださればいい

かなと思ったのですけれども、先生方よろしいでしょうか。では、１はオーケー。 

 ２に関してはいかがでしょうか。添加物に係る規制の問題ですので、対応してくれたということ

でよろしいでしようか。ありがとうございます。 

 ３番については甘味が違う。本来はすっぱいものなのに甘いと書いてあるので、どうしてこれを

間違えたのかなと思いますけれども、修正するということでよろしいですね。 

 ４番目についていろいろ御意見をいただきました。志村先生の御意見は、脂肪の吸収を抑えて排

泄を増加させると読み取れる表示案は妥当性を欠くという御意見ですが、１日３回摂取して、脂肪

の排泄は増加している。ある程度あったかなと思うのですけれども。 

○志村座長代理 そうです。そこはあったかと思います。 

○大野座長 思ったのは、摂取目安量というか、薬の場合でも薬そのものを臨床投与量で特定のメ

カニズムを証明するというのは難しいことが多いのではないか。 
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○志村座長代理 そうですね。 

○大野座長 大体、何倍かの用量でやって、それで作用が出たものをメカニズムとしてですね。そ

の場合は認めて。いや、それは私の個人的な判断基準ですけれども、そうかなと思っているのです

けれども、志村先生いかがですか。 

○志村座長代理 これはメカニズムとして。難消化性デキストリンが通常の飲料に入っている。こ

れを１日３回摂取すれば、確かに糞便量がふえて、脂肪の排泄が促進される。それはいいのですけ

れども、当該飲料を指定の量、１日１回飲んでそういうことが起こるかどうかということに関して

は、ここの許可表示に書くと、今度はキャッチコピーに書いてもよろしいということになっていく。

と思うのですけれども、そこは違うのではないか。メカニズムについては確かにそのとおりだと思

うので、これこれの働きがある難消化性デキストリンを含んでいるので、これこれの方にお勧めし

ますという書きようであれば、間違いはないのではないかというぐあいに思いました。 

○大野座長 よくわかりました。 

 脇先生、お願いします。 

○脇委員 志村先生の御指摘は妥当ではないかと思います。メカニズムだけをキャッチコピーで使

われるのが非常に心外だというのがこの委員会の意見だと思うのですけれども、そうなると変更後

の表示の案も「本品は」で始まるので、途中の食事の脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させるという

作用が本品にあることが強調されて、そこだけまた大きく取り上げられたりする懸念もあるかと思

います。ですので、本品は血中中性脂肪の上昇を穏やかにして、そういう食生活の改善に役立ちま

すということで、あと血糖のことも別に書いて、本品を含む難消化性デキストリンには食品中の脂

肪の吸収を抑えたり、糖の吸収を抑えたりする作用が知られていますと別に書いてもらわないとい

けないのではないかと思います。 

○大野座長 ありがとうございます。 

 今、志村先生から御指摘があったような、本品は中性脂肪の排泄を増加させたり、糖の吸収を穏

やかにする難消化性デキストリンを含んでおり。 

○脇委員 そこで切ってほしい。つなげてしまうと。 

○大野座長 「含んでいる。」ですか。それで、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにするので、中性

脂肪が高目で脂肪の多い食事をとりがちの方の食生活の改善の役に立ちます。また、食後の糖の吸

収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役に立ちます。そういう形だ

ったらいかがでしょうか。 

○脇委員 食後の血糖値の上昇を穏やかにするので、食事の中の吸収のことについては、本品での

証明ができていないということで分けて書いていただきたい。 

○大野座長 「食後の」でいいですね。食後の脂肪の上昇を抑えたりとか、食後の脂肪の吸収を穏

やかにする。 

○脇委員 吸収を穏やかにすることについてはわからないのだけれども、血糖値の上昇を穏やかに

するのはわかっているので、そこだけ書くということですね。 

○大野座長 いかがでしょうか。 
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○脇委員 書いていいのですけれども、主語が食物繊維がやっていることと、本品で証明されてい

ることを別書きにしておく必要がある。 

○大野座長 ありがとうございます。 

 今までの表記との関係でいかがですか。事務局から意見を伺いたいのですけれども。 

○脇委員 今まで例えば脂肪の燃焼を高めて、体脂肪の気になる方に役立ちますということで、結

局、「脂肪の燃焼を高める」で売られているという状況があると思うのです。ですから今までそれ

で通ってきているのですけれども、これからもそうなのかということが、この商品。 

○大野座長 だんだんその辺の表記は少しずつでも改善するようにしています。吸収を抑えるとい

う言葉でも、なるべくそれは使わないようにしたいとか、上昇を穏やかにするとか、そのような表

現にしたりとか。 

 いかがでしょうか。 

○消費者委員会事務局 お手元にお配りしております一覧表の 58 ページあたりを御確認いただき

たいのですけれども、同じ難消化性デキストリンの血中中性脂肪の上昇の申請許可品が載っておる

のですが、表現としては同じ表現でして、ダブルの話ではないですけれども、難消化性デキストリ

ンの働きにより何とかなのでということで幾つかの許可はしております。 

 つい最近ですと 10 月に。 

○大野座長 ウィルキンソンタンサンエクストラですか。食物繊維の働きにより、食事から摂取し

た脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする。いかがでしょ

うか。 

○志村座長代理 一番妥当なのは、メッツコーラの表現ですかね。 

○大野座長 そうですね。23 年でしたっけ。 

○志村座長代理 これは機能について説明している。メカニズムですね。あと食後の中性脂肪の上

昇を抑制する。これは当該品での試験結果ということだから、これこれに役立つ、適切であるとい

うことで、これは正確であるかと思いますが、要はキャッチコピーにいろいろと使っていただくと、

なかなか厄介かなと思うのと、その辺をきちんとしておいたほうがよろしいかなという意見です。

どちらでも構わないです。 

○大野座長 脇先生は、キリンメッツコーラについての記載はいかがでしょうか。23 年 10 月 13

日に認可されているものです。 

○脇委員 わかりやすくていいと思います。 

○大野座長 その下が同じ日に認可しているものが、別の表現になっている。 

○脇委員 ２つの文章をどのように組み入れるかで誤解を招かないとか、中途を抜いてしまって、

本品の働きとして強調されないような表現を慎重に選んでいただければと思います。 

○大野座長 森川先生、お願いします。 

○森川委員 今まではどちらかというと、既に認められたら仕方がないからという感じでしたけれ

ども、これからは表示はきちんとしていこうというように流れが変わってきていますので、より適

切な表示に変えていったほうが良いのではないでしょうか。 
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○大野座長 お願いします。 

○消費者委員会事務局 御意見はお聞きしていることで流れとして理解しておるのですけれども、

今回キャッチコピーとしては作用機序を使うことをこの会社がしておりませんで、表示見本にござ

いますとおり、効果のところをきちんと書くということで今回、言ってきております。ですので、

この会社のこの製品に関して、現在においての話ですけれども、キャッチコピーに作用機序を使う

ということをしておりませんので、そうであれば作用機序のところが難消化性デキストリンがとい

うことが先にあるか後ろにあるか、余りここでは関係がないのかなと思われます。ここがキャッチ

コピーを切り出して言っているということであれば、そこを理由に修正をするというのはあり得る

と思うのですが、なかなか今回この製品に関しては事業者も効果を言ってきておりますので、今、

報告したように数カ月前に違う表現で認めておりますので、御検討いただけるとありがたいです。 

○大野座長 数カ月前に認可したのは、本品は食物繊維の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸

収を抑えて排泄を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、脂肪の多い食事をと

りがちな方の食生活の改善に役立ちます。 

○脇委員 日本語を「本品は」で必ず句読点をまず入れて、「食物繊維（難消化デキストリン）の

働きにより、」の点を抜いて、「働きにより食事の脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させることで」で

点ですね。だからこの文章が１つの塊だとわかるようにしていただきたい。「本品は、血中中性脂

肪の上昇を穏やかにするので」につながるのだけれども、その間に「食物繊維の働きにより」云々

が１つ入ったという形にしたいなと思います。日本語として。 

○大野座長 申しわけないですけれども、どこに点を打ったらいいのか。 

○脇委員 「本品は」の次に句読点です。 

○大野座長 その後。 

○脇委員 「働きにより」の後の句読点を抜く。 

○大野座長 抜くのですか。食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させ。 

○脇委員 あとは原文どおりです。 

○大野座長 「本品は」の後に点を置いて、その後の働き云々の点を除く。「食事の」というのは

「食後の」でいいですね。食後の脂肪の吸収を抑えて排泄を増加させる。 

○脇委員 食品中のという意味でしょうか。 

○大野座長 「食事の脂肪の吸収」って何か変な感じがして、「食後の」のほうがいいのではない

かと思うのです。 

○脇委員 これは食事中のおなかに入った脂肪の吸収が抑えられるという意味ですね。 

○大野座長 そうだと思うのですけれども、そうしたらもう少し長く書かないと。「食事中に含ま

れる脂肪の」まで書かないと。「食事の脂肪」で問題ないですか。今までは食後の血中脂肪の上昇

を抑えるとか、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えてとか、そうなっていて、食事の脂肪とつなげ

たのはなかったかなと。 

○脇委員 「食事から摂取する脂肪の吸収を抑えて」でもいいと思います。 

○大野座長 そうですね。そこまで入れればいいと思うのです。 
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○脇委員 「摂取した」ですね。 

○大野座長 「食事から摂取した脂肪」。では、そういうことで修正するということでよろしいで

しょうか。その後の糖についても、丸をつけてから「また、食事から摂取した糖の吸収を穏やかに

する」ということですね。 

○脇委員 ここからは「また、食物繊維は食事から摂取した糖の吸収を穏やかにするので、本品は、

血糖値の上昇を穏やかにして、食後の血糖値が気になる方、食生活の改善に役立ちます」。ちょっ

と長くなってしまう。 

○大野座長 ダブルクレームだから仕方がない。一緒に書くのはだめだとしましたので。 

 事務局よろしいでしょうか。 

○消費者委員会事務局 そうしましたら、指摘事項４の回答の部分の許可表示の変更後というとこ

ろをもとに話します。 

 本品は、食物繊維（難消化性デキストリン）の働きにより食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて

排泄を増加させることで、血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、血中中性脂肪が高目で脂肪の

多い食事をとりがちな方の食生活の改善に役立ちます。また、食物繊維（難消化性デキストリン）

は、食事から摂取した糖の吸収を穏やかにすることで血糖値の上昇を穏やかにするので、食後の血

糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 

 よろしいですか。 

○大野座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○脇委員 後のほうの言葉で「本品は」はどこかにないですね。よろしいですか。 

○大野座長 いいのではないですか。 

○脇委員 「穏やかにする」がくどいかなと。 

○大野座長 これはいいのではないですかね。 

○脇委員 これはもとの申請者の言葉なので、そのままでも気にならないのだったらいいかもしれ

ません。 

○大野座長 ２回目に食物繊維が出てくるところで、（難消化性デキストリン）とまた入れる必要

はありますか。普通の文章だと削除してしまうけれども、入れたほうがいいですか。 

○消費者委員会事務局 ここに（難消化性デキストリン）を入れてしまうと、パッケージの上でお

さまり切らなくなる可能性が。あと、長文過ぎてもっと読まなくなる可能性があるので、もしなく

てもわかるのであれば、片方だけ括弧を入れさせていただくとか、そうさせていただけるとありが

たいと思います。 

 申しわけございません。先ほど脇先生がおっしゃったように「穏やか」を繰り返しているので、

調査部会の趣旨は変えずに修文が入る可能性もあるのかなと思っております。ですので、ここで直

させるというより、部会でまとめて修文意見を出したほうがよろしいような気もいたしますけれど

も、いかがでしょうか。 

○大野座長 いかがでしょうか。今、脇先生からいただいた修文案で２回目の括弧の中、難消化性

デキストリンは削除させていただいて、申請者に出してオーケーだったら私が確認したということ
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で部会に上げさせていただくということでいかがですか。それ以上については部会で御意見を伺う。 

○消費者委員会事務局 消費者委員会として、何度も修文意見を出すというのはできれば避けたい

と思っております。今回、キャッチコピーとの関係でどう表現するかという問題なので、同じ論点

で違う御意見が部会でも出る可能性がありまして、そうすると句読点の位置も含めて、また違う意

見が出たときに、消費者委員会として違う意見が何度も出るというのは好ましいことではないと思

いますので、まとめて御意見を１回出したいというのではだめでしょうか。 

○大野座長 それでは、こちらとしての大体の意見を今、まとめていただいたのを持っていて、そ

れを部会に説明して審議いただくことでいかがでしょうか。 

○消費者委員会事務局 それを、その修文で出すということでいかがかという諮りの仕方をさせて

いただければと思います。 

○大野座長 よろしいですか。ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたい

と思います。 

 ダブルという表現が強いという御意見が森川先生からございましたけれども、これについてはい

かがでしょうか。 

○森川委員 ほかに名案はないのですが。皆様がよければ結構です。 

○大野座長 では、これについてもそのまま部会に上げさせていただいて、必要に応じてそのよう

な意見があったということを申し上げさせていただいて、それで審議していただくということでよ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、それらについては部会の審議にお願いする

ということにいたします。 

 それでは、本日の審議は以上でございます。 

 

 


